
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年５月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年７月３０日 １４時５０分ごろ 

発生場所 神奈川県三浦市剱
つるぎ

埼北東方沖  

 剱埼灯台から真方位０６４°５.０海里付近 

 （概位 北緯３５°１０.７′ 東経１３９°４６.１′） 

事故の概要 油タンカー第二十一霧島
きりしま

丸は、北北東進中、また、プレジャーボー

トBorn
ボ ー ン

 this
デ ィ ス

 way
ウェイ

は、北西進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年８月２日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油タンカー 第二十一霧島丸、１,７９１トン 

   １４０９９９、株式会社霧島海運商会 

Ｂ プレジャーボート Born this way、１０トン 

２４０－２１２９３神奈川、新日本パートナーズ株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか７人が乗り組み、航海士Ａほか１

人が船橋当直について北北東進中、航海士Ａが、右舷方のＢ船がＡ船

の船首方を通過すると思い、同じ針路及び速力で航行を続けた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人２人を乗せ、北西進中、船

長Ｂが、左舷方にＡ船を認めたが、Ａ船がＢ船を避航するものと思

い、同じ針路及び速力で航行を続けた。 

分析  

 

 Ａ船は、航海士Ａが、Ｂ船が船首方を通過するものと思い、Ｂ船に

対する見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船が衝突のおそ

れのある態勢で接近することに気付かずに航行を続け、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船がＢ船を避航するものと思い、Ａ船に対す

る見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船が衝突のおそれの

ある態勢で接近していることに気付かずに航行を続け、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

原因  本事故は、航海士Ａが、Ｂ船が船首方を通過するものと思い、ま

た、船長Ｂが、Ａ船がＢ船を避航するものと思い、共に見張りを適切



 

に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 


